
出することを決定した。

　閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

【地方分権に関する特別委員会】

（１）審議概観

　第129回国会において地方分権に関する特別委員会に付託された法律案及び

請願は、いずれもなかった。

（2）委員会経過

○平成６年２月16日（水）（第１回）

　　特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○平成６年６月23日（木）（第２回）

　　理事の補欠選任を行った。

　　地方分権の推進に関する調査の継続調査要求書を提出することを決定した。

　　閉会中における委員派遣については委員長に一任することに決定した。

【規制緩和に

（１）審議概観

関する特別委員会】

　第129回国会において本委員会に付託された法律案は、内閣提出１件で、継

続審査となった。また、本委員会付託の請願は、「内外価格差の是正と規制緩

和に関する請願」１件のみで、保留となった。

　〔法律案の審査〕

　許可、認可等の整理及び合理化に関する法律案は、行政改革の一環として、

民間活動等に係る規制がもたらす負担の軽減を図るため、許可、認可等の整理

及び合理化を行おうとするものである。

　本法律案は、６月23日、衆議院から送付されたが、会期最終日の６月29日、

本委員会に付託され、同日継続審査要求書の提出を決定した。なお同日、本会




